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開     会 

 

○川上制度審議室長 まだ委員の方はそろわれていないのですけれども、定刻になりまし

たので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第７回意匠制度小委員会を開催させ

ていただきます。本日は御多忙の中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 私は事務局を務めさせていただきます、特許庁制度審議室の川上と申します。 

 議事に入るに際しまして、委員の皆様にお願いがございます。御発言をいただく際です

けれども、声に反応してマイクが作動するようになっておりますので、指名がありました

ら、できるだけマイクに口元を近づけて御発言いただくようによろしくお願いいたします。 

 それでは、議事の進行につきましては田村委員長にお願いしたいと思います。 

○田村委員長 ありがとうございます。 

 本日は、淺見委員、加藤委員、黒田委員、柴田委員が御欠席でございます。 

 続きまして、具体的な審議に先立ち、本委員会の議事の運営等について事務局から御説

明をお願いいたします。 

○川上制度審議室長 まず、本日の委員会は、全委員数 14名のうち 10 名の委員の皆様の

出席をいただいておりまして、産業構造審議会運営規程第 13 条６項の全委員数の過半数

以上の出席という条件を満たしておりますので、滞りなく開催が可能でございます。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。経済産業省の方針としてペー

パーレス化を推進しておりますことから、本日の審議会におきましては、議事次第・配布

資料一覧、委員名簿の他、資料１の株式会社イトーキプレゼンテーション資料、資料２の

マツダ株式会社プレゼンテーション資料、計４種類の資料のデータについてはお手元のタ

ブレットで御覧いただきまして、座席表、タブレットの使い方については、お手元に紙で

配付することにしております。タブレットの使用方法について、お手元の使い方を御覧い

ただければと思いますが、何か操作でお困りになった場合には、合図していただければ担

当の者が対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、本会議は、原則として公開とさせていただいております。また、配付資料、議事

要旨、議事録も原則として公開とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○田村委員長 ありがとうございました。 
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        意匠制度の見直しの検討課題について 

（１） 株式会社イトーキからのプレゼンテーション 

 

○田村委員長 それでは、早速、プレゼンテーションに移らせていただきます。資料１の

株式会社イトーキプレゼンテーション資料をもとに、株式会社イトーキ営業本部ＦＭデザ

イン統括部統括部長・二之湯弘章様、企画本部経営企画統括部経営企画部知的財産推進室・

水谷繁人様から御説明をお願いいたします。 

○牧野委員 イトーキの牧野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、

デザインに関する部分は二之湯から、特許に関しては水谷から説明させていただきます。 

 御説明の前に、私から問題意識だけお伝えしておきたいのですけれども、我々は、オフ

ィスのワークスタイルやワークスペースをお客様に御提供させていただいている会社でご

ざいます。我々が扱っているプロダクトについては、平素から特許権や意匠権を申請して

いるのですけれども、我々が構築しているワークスペースやワークスタイルは、考え方が

非常に大事でございまして、ここにノウハウ、スキルが入っております。残念ながらこの

部分についてはなかなか意匠権等の権利が認められておりません。ですので、私どもの業

界では、オフィス構築について本当の意味での競争ができていないと言えます。どちらか

というと一つのプランで、例えば家具の入札や価格勝負になっている傾向が非常に強いの

です。そうなってしまうと、最初に考えてコストをかけて構築した人や会社があっても、

必ずしも有利とは限りません。 

 できれば、そのようなところで意匠権等の確立ができれば、本当の意味での考え方、ス

キル、ノウハウの競争をして、お客様に使っていただけるようになれば、より活性化する

のではないかと思っています。できればそのようなことを通じて、この業界はまだまだア

メリカからの勢いが強いものですから、なんとかして、日本発のオフィスの考え方やプロ

ダクト等を出していきたいと考えております。その一環として幾つか事例を御紹介させて

いただきますので、これから聞いていただければと思います。そのような問題意識を持っ

ております。以上でございます。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○二之湯（イトーキ） 改めまして、イトーキの二之湯でございます。よろしくお願いい

たします。 

 今日は 20 分ほどお時間を頂戴してお話をさせていただきたいと思っております。私か
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らオフィスの空間デザインについてのお話をさせていただきまして、後ほど専門家のほう

から、オフィスの空間デザインの特許の様々な考え方や課題をお伝えできればと思ってお

ります。 

 私は今、イトーキのデザイン部門とＰＭ部門（プロジェクト・マネジメント）をあずか

らせていただいておりますが、まだまだ現役でデザインをやっております。他のデザイナ

ーは 20 代、30代が多い中、一緒に一生懸命やっています。最近ですと、「部長、バブル時

代のデザインも悪くないですね」なんて言われながら、「この野郎何言ってやがるんだ」み

たいな、そのようなところで若い者と切磋琢磨している毎日でございます。 

 今日は、オフィス事業における空間デザインの重要性と制度整備の懸念点についてお話

をさせていただきます。オフィス事業における空間デザインの重要性とは一体何なのかと

改めていろいろ考えました。オフィスにおいて、デザインというのは一体何なのでしょう

か。格好よさなのでしょうか。快適性なのでしょうか。挙手というわけではございません

けれども、皆様のオフィス、イケてますでしょうか。ちょっと思い浮かべてください。私

どもは、この「イケてる」というところを一生懸命デザインしています。この「イケてる」

というのは、快適さでしょうか。色や形でしょうか。デザインでしょうか。 

 いろいろな切り口があるかと思いますが、そのオフィスにおける「イケてる」といった

ところの大きな要素は、私は「働く」ということではないかと思います。オフィスという

のは、言いかえれば経済活動を行う場でもございます。その場で「働く」という行為が出

てまいります。この「働く」というのをいかにデザインしていくか、このようなところが

オフィスのデザインの大きな本流にあるのではないかと思っております。 

 初めに、そんなイトーキでございますが、会社の御案内をさせていただきます。イトー

キは、オフィス家具メーカーとして皆様に認知いただいておりますが、オフィス家具やオ

フィスだけではなく、図書館、美術館、スーパーマーケット、様々なところの空間を扱っ

ている会社でございます。デザインの話を冒頭にさせていただきましたが、イトーキは、

1975 年に日本で初めて「オフィスプランセンター」を開設させていただきました。そのた

め、オフィスのデザインに対しては並々ならぬ思いがある会社でもございます。 

 イトーキの事業領域ですが、オフィス関連事業としては、オフィス空間を構築させてい

ただきながら、さらには公共空間、美術館、博物館などの人が関わる様々な施設を、ゾー

ニング事業に関しては、原子力の遮蔽扉なども作っております。これは金庫扉の技術を応

用して作っております。そのような会社でございます。また、物流設備、最後はパーソナ
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ル事業として、皆様が家庭で使っていただく家具もデザインしている会社でございます。 

 その中でオフィス関連事業、今日お話しする空間事業でございますが、空間に関しては、

先ほど申し上げました、この「働き方」のデザインを通して、空間のデザイン、プロダク

トのデザインという形で落とし込んでまいります。働き方のデザインは、直近言われてい

る働き方改革に向けまして、どのようにして働く生産性を上げていくかというところに、

いろいろなフォーマットを作って、お客様に御提供させていただいております。 

 また、これも直近言われています健康経営でございますが、こちらもワークスサイズと

いう一つの方法論をもってお客様に提案している会社でございます。 

 また、空間デザインにおいては、先ほどの働き方を実際に形にするというところで、フ

ァシリティーだけではなく、ＩＣＴ、エコ、インテリアの３つをインテグレートしながら、

皆様にお届けしております。 

 プロダクトにおいては様々な賞も頂戴しておりまして、このプロダクトに関しては特許

も頂戴しており、保護していただいている状況でございます。 

 その中で今日お話させていただきますのは、現行法で保護できない空間デザインについ

てです。レイアウトデザインのことですが、実はここに対する保護がございません。ただ、

このレイアウトデザインというのは、皆様の働き方をデザインする上で非常に重要なポイ

ントでございますし、お客様の関心も実はここに集まっていると言っても過言ではござい

ません。 

 どのようなことか見ていただきます。模式図のような形になりますが、皆様から向かっ

ていただいて左手側が現行のレイアウトであると思ってください。緑のラインが多く入っ

ていますが、これは机であると思ってください。こちらの上に横１本の棒が引っ張ってあ

りますが、これが通路になります。日本のオフィスのレイアウトは、実は７割から８割が

この形です。机が一直線に並びまして、基準よく作られています。そして通路が１本大き

くあるというオフィスレイアウトになっています。私どもの調査ですが、大体７割から８

割がこのオフィスのレイアウトで出来上がっております。 

 このオフィスのレイアウトは、非常に効率的でありながら、ファンクションな組織をそ

のまま落とし込むので、非常に仕事のしやすいレイアウトになっています。ただ、ここで

表現できていないものがございます。例えばクリエイティブ性や情報の流動性が、こちら

のレイアウトではなかなか実現できません。 

 これに少しだけデザインをするとどうなるかというのが、右のレイアウトでございます。
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これは、ただ机を右に 45 度振っただけです。振っただけなのですが、このようなことが起

こります。振りますと、当然このようなところにデットスペースが出てまいります。この

デットスペースが実はミーティングスペースになります。もう一つは、通路が１本だけだ

ったのですが、通路が縦横無尽に入るようになります。こうすることによって、普段会わ

ない人に会ったり、オフィスを歩き回ることによって情報の流動性が生まれたりします。

要はこちらのレイアウトよりも、人の出会いが演出できたり、人の演出の出会いによって

起こるミーティングであったり、様々な情報流動ができたりするようになります。机を 45

度傾けただけで可能になるのです。 

 こちらが例えば 100 万円でできるオフィスだとすると、こちらは 105 万円ぐらいででき

るので、ほとんど金額も変わらずにできると思います。私どもはお客様の御要望を聞きな

がら、どういった形であれば、お客様の「働く」といった具体的なデザインができるかを、

一生懸命このような形で考えさせていただいております。分かりやすい形でございました

ので、ケース０という形でお話をさせていただきました。 

 続きまして、２事例ほどですが、これにのっとった考え方で新しいオフィスレイアウト

のあり方が御紹介できるかと思いますので、準備してまいりました。 

 まず、2007年に弊社から発表したモザイクオフィスという考え方でございます。このオ

フィスは、オフィスのクリエイティブ性をいかに上げていくかに注力して作ったレイアウ

トでございます。方法としては、オフィスの流動性をどんどん上げていきたいと思ってお

りました。 

 2007 年から８年にリーマンショックが起きました。日本経済は非常に大きな打撃を受け

まして、私どもも非常に売り上げ等が下降した時期でございます。実は非常に残念に思っ

たことがあり、このような危機だからこそ、働き方を変えてオフィスを変えてほしかった

のです。しかし、なかなかそこに至りませんでした。なぜか。オフィスを変化するには大

変お金がかかるからです。 

 ちょっと見ていただけますでしょうか。オフィスのレイアウトはどのように作るかとい

うと、左側の模式図になります。大体人数をお伺いして、自席というものを作ります。自

席を作って、どれぐらい会議室が要るか、ミーティングが要るか、書庫がどれぐらい要る

かという形で、人数と大きさによってレイアウトを作ってまいります。これが通常の方法

でございました。 

 この方法で何が起こるかといいますと、１年後、２年後には足りなくなったり、これを
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大きく変化するためには、莫大なチャーンコストがかかったりすることがございました。

このようなことがございましたので、弊社で考えましたのは、オフィスをもっと細分化し

て１つのグリットを思い切り小さくして、それを幾つも組み合わせることによってオフィ

スができないか、変化があった場合は、その１つのグリットをどんどん変えていくことに

よって、チャームコストを抑えながらオフィスの運用ができないかということでした。 

 見ていただくと、このような形になります。まず１グリットというものを設定させてい

ただきます。この１グリットは 3200 画と 3600 画が出ております。こちらは建築もモジュ

ールに合わせておりますので、まずこれが大きく動くことはないと考えました。ここの中

に例えば自席スペースを入れさせていただき、この同じグリットの中でミーティングもこ

のように考えてきました。そのグリットが２つ集まった場合、４つ集まった場合といった

形でオフィスを構築してまいります。そうすると、このようなオフィスが出来上がるよう

になります。 

 その前に、様々なグリットを考えました。これはお客様に御提案するもので、１つのグ

リットの中に集中ブース、ミーティング、リフレッシュ、コピー、収納、コラボレーショ

ンなど、様々なグリットがこの中に集まっております。 

 それをオフィスのレイアウトに変えると、このような形になるかと思います。こちらは

１グリットという形で自席のスペースです。皆様の机が並んでいるところです。あとこち

らにミーティングスペースが集まっています。これが大体 12 グリットでできているので

すけれども、今後ますます経済環境、経営環境が変わる中で、更に情報流動されていって

判断を早くしていきたい、更に経営効率を上げていきたいとなった場合に、いつもここに

あったものを、更に中に入れて情報の流動性を高められないかといったこともあるかと思

います。そういったときには、このような形でグリットごと物を動かすような形をとりま

すと、チャームコストはそこまでかからずに、そこのグリットだけ動かしていけば、更に

オフィスが変化するのではないかと思いました。 

 これらの理由から、経済環境、経営環境に合わせてオフィスを変化させることによって

対応する組織や環境を作っていくことができないかという一つのアイデアとしてモザイク

オフィスを発表させていただきました。 

 もう１点御紹介させていただきます。次はハイブリットアドレスという考え方でござい

ます。これは 2012 年に弊社から発表させていただきましたレイアウト手法でございます。

こちらはイノベーションがテーマになっておりまして、2012 年頃と申しますと、新しいイ
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ノベーションが大事であるということで、イノベーションセンターなるものが続々とでき

ていった時代でございますが、なかなかイノベーションが起こらないという課題もござい

ました。 

 そのような中で、研究者や開発者の方が情報流動性を高くしたいということで、実は研

究者の皆様のフリーアドレス化というのがこのとき非常に流行ったのです。非常に流行っ

たのですが、組織上の問題と働き方の問題がございました。組織上の問題は、組織のバイ

ンディングの問題でございます。管理がしづらいということで、何でどこをやっているか

分からないということがフリーアドレス、どこでも働いてもよいということであると思い

ます。 

 また、個人からとってみると、どこで働いてもよいといっても面倒くさいものですから、

１つのところから動かなくなったりします。このようなところでうまくかみ合わないのが

現状でございます。フリーアドレスで働いていくということは、個人の自律性を高めてい

くという非常によい働き方でもございます。 

 また、こちらの固定席で申しますと、非常に情報流動性がございます。要は固まって仕

事をするので、非常に密な情報があるというメリットもあります。その２つを合わせると

どうなるかというのが、このハイブリッドの意味でございます。週４日はフリーアドレス

でどこでも働いてよいという形にして、週１日だけは組織で集まって仕事をするというこ

とを組み合わせたレイアウト手法を考えました。 

 それを具体的にどう形にしたかと申しますと、１つはＣＡＭＰ、これが先ほどお話しし

ました島型対向式の机になりますが、これは１人 80ｃｍや 90ｃｍと小さくして、それを更

にやぐらの中に押し込めるということをしています。１人 80 ㎝ぐらいしかありませんの

で、隣の人のパソコンも見ることができ、声も聞こえます。その中で１日過ごしていただ

いて、とにかく情報を密度高く共有する日を１日、残りの日は、大体こちらが８人ですと

５人ぐらいで設定していくのですが、５人ぐらいの大きな自由に働けるスペースを作って

いきます。これを組み合わせることによって、４日はこのような形でゆっくりゆったり働

いて、それで週１日は密度高く仕事をしていくということを考えさせていただきました。 

 これをオフィスに展開すると、こういう形になります。この「ＣＡＭＰ」と呼ばれると

ころが、情報を密にする週１日過ごしていただくスペースになります。他のところは「広

場」という形で呼ばせていただきましたが、ここのフリーアドレスで働いていただくとい

う形になります。 
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 このようにしてオフィスを作りますと、ちょっとプレーフルなオフィスができまして、

島型対向式と御紹介しました標準化されたオフィスではない、面白い空間がいろいろでき

てまいります。その中で自由に働いて、１日は密度高く仕事をして、ますますスキルや組

織力をアップしていくということを考えさせていただいております。その中で組織力と個

人力をかけることによってイノベーションができていく。このようなオフィスのレイアウ

トの手法をお客様に提案している段階でございます。オフィス家具とは違いまして、この

ようなレイアウトは難しいところですが、開発コストを非常にかけてこのようなものを考

えている次第でございます。 

 それでは、ここに６つある様々な課題点を、代わりまして水谷から御紹介させていただ

きます。ありがとうございました。 

○水谷（イトーキ） こんにちは。代わって御説明させていただく知的財産部門の水谷と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは、意匠にレイアウトが制度化されたときの、法整備においての懸念点について

御説明させていただきます。今まで議論をいろいろ交わされていると思いますので、釈迦

に説法の部分もあると思いますが、御容赦いただければと思います。 

 まず、私どもは日夜、プロダクトの意匠による保護を行っているのですが、そういった

プロダクトを全て含むレイアウトのようなところに法が及んだときに、一番気になるのは

「要部」の認定であると考えております。要部の認定として、１番のオフィスレイアウト

を構成する「家具の配置そのもの」が要部だと認定された場合の仮説のメリット・デメリ

ット、もう一方は、いわゆる配置のみではなく、そのレイアウトを構成する家具のデザイ

ンの集合が、総合的にもたらす美観が要部と認定されたときの仮説でのメリット・デメリ

ットについてお話をさせていただきます。 

 次のページから事例を含めてお話させていただきますので、要点だけ御説明いたします。

配置そのものがレイアウトとしての要部と認定されたときは、先ほど二之湯からお話しし

たように、このような思想でレイアウトに落とし込んだというところが、汲み取った知財

保護を行いやすいのではないかと考えております。そちらがメリットです。その一方、デ

メリットとして、配置そのものを登録しておりますので、少し位置を変更させたり、机や

椅子の数を変えたりといったところが直接意匠登録の権利内容に響くのではないかと懸念

しております。 

 もう一方の、家具のデザインの集合体が意匠の要部と認定されたときは、今出している
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プロダクトの推奨する使用態様を、そのまま知財保護に結びつけることができるかと考え

ておりまして、そちらがメリットであると思っております。一方、デメリットとして、そ

れぞれの家具のデザインが特徴的であればあるほど、それが仇になるというか、その家具

ではない違う家具になってしまうと、レイアウト自体が新しくても別の意匠登録のように

なってしまうと懸念しているところです。 

 事例として先ほどの配置そのものという例で、いわゆる先行して制度として導入されて

いるアメリカの事例ですが、左側は Apple さんのアップルストアの意匠登録です。こちら

は意匠登録の内容としては、部屋の中に奥にモニター、左右にモニター、３つのモニター

があるだけで意匠登録がなされております。この場合ですと、このモニター一つ一つの特

徴というよりは、このように配置したそのものが意匠の要部なのかなと考えております。 

 右側もアップルストアだと思うのですが、長テーブルに椅子を並べて、その奥側に植栽

を並べている。この配置のみで登録されておりまして、これも物一つ一つがどうなってい

るかというよりは、この配置そのものが意匠の要部であると思っております。 

 一方、家具の特徴の延長にあるものとして考えられる、先ほどの家具の特徴の総合体が

意匠の要部として認定されるケースです。こちらは Vitra という欧米のメーカーで、我々

よりも規模としては大きく、オフィス家具の業界ではガリバーと言われている存在です。

これはアメリカでの意匠登録なのですが、これは棚になるもの、机になるものを、このよ

うに並べて使ってほしいというような並べ方で意匠登録しているものです。 

 このようなものをプロダクトとしてリリースしている企業からすると、このような使い

方で使ってほしいという推奨する態様はもちろんあるのですが、現状ではこのような並べ

方にしてしまうと、３つの物品なので、意匠登録がなされません。そのため、この物一つ

一つを作ったとしても、それをこのようにして使っていただきたいという態様については

登録ができない状態です。今オフィス家具を作っているメーカーからすると、このような

プロダクトの延長線上にある意匠登録に関しては、非常に馴染みやすいものになると考え

ております。 

 次に、このような事例が一番悩ましいところですが、このコントロールルームとして登

録されておりますが、パネルに机にモニターに壁があって、椅子と机があってという複合

的にこの意匠登録の中に物が配置されております。このようなものの意匠登録があったと

きに、果たしてこの椅子の数を変えたらどうなるか、この椅子を、この椅子ではなく弊社

のプロダクトに変えたらどうなるか。要部をどこにするかで、この意匠登録に対して私ど
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もができることも変わってくるのではないかと思っております。このような事例は、ある

程度新しく制度化されたときはガイドラインのようなものがないと、どう見ればよいかと

いった勘どころをつかめないと考えております。 

 こちらは先ほどの Apple 社のモニターの配置で登録したものですが、日本では組立て室

として登録がなされております。意匠に係る物品の説明のところですが、こちらは組立て

式だということで積極的に記載して説明しているのですけれども、今このような意匠登録

が日本にある状態でレイアウトが制度化されたときに、組立て室としているものの類似範

囲に含まれるかどうかで、少し態様が変わってくるのではないかと考えております。 

 組立て室として登録されているものに対して、単純に施工したタイプの組立てではない

普通の部屋のレイアウトはこれに近いものだったときに、もしこれの類似範囲として権利

侵害になってしまうのであれば、制度化される前に組立てとして出していた企業が有利に

なってしまうので、その辺りも懸念されるところであると考えております。 

 最後に、オフィス業界特有の慣習について、先ほど御説明させていただいたようなオフ

ィス業界におけるデザインに携わっている企業から、業界の慣習を考えた際に、懸念点と

して挙げられている点です。 

 １つ目は先行事例として、物のデザインと異なり、オフィス内のレイアウトのようなと

ころは、業界紙に掲載されるようなケース以外では出ないのです。今は審査される際など

に先行事例の発見は難しいというところと、公開された日、公知になった日の認定は難し

いと思うので、無効理由の立証などのときにどうするのかというところが懸念点として挙

げられます。 

 ２つ目は侵害の主体ということで、こちらも業界特有のところもあるのですが、１つの

オフィスを作ろうとしたときに、什器のメーカー、施工業者、そのレイアウトを使用する

ユーザー、誰がそこを侵害したのかという認定もなかなか難しいと考えております。ユー

ザー様が自身で職場環境を改善するために動かすケースもあり得ると思います。そういっ

た場合、その時点で事業様が侵害になってしまうと少し違うのではないかと思っています。 

 すみません、最後の１ページはお手元のアイパッドで説明させていただきます。 

 35 ページ目、３つ目が創作者の取扱いです。プロダクトも、世の中のニーズをすくい上

げて、それをプロダクトに落とし込んでいく作業はもちろん行うのですけれども、オフィ

スのレイアウトというのは、よりその色が強くて、お客様のこのようなオフィスにしたい

というニーズを、どれだけ拾って落とし込むかといったところがありますので、創作者と
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して、お客様が出した課題認識ともなり得るかというところも気になります。そういった

場合に、ユーザーとの共同権利になってしまうと、その意匠登録自体はその後の権利の活

用なども難しいのかもしれません。 

 ４番が権利の活用になります。コンペがあって同業他社が１つのレイアウトに対して、

いろいろな案を出していく際に、早期の権利化があると、より自社独自の生み出した価値

を登録した意味が出るのかなということで、その辺りも御検討いただければと思います。 

 ちょっとパソコンが止まってしまって最後は格好がつかないところですが、以上でござ

います。御清聴ありがとうございました。 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 質疑については、全てのプレゼンテーションの後に設けております質疑応答の時間にま

とめてお伺いすることにしたいと思いますが、パワポのスライドのほうは大丈夫ですか。 

 少し時間がかかりそうですので、予定を変更しまして、今のイトーキさんのプレゼンテ

ーションについて質疑応答を最初に受けつけようと思います。どちらからでも結構です。

よろしくお願いいたします。 

 それでは私からで、デザインの肝となることが分かりやすく大変勉強になりました。い

ただいたのは創作の過程の話なのですが、他方でどの程度、どれくらい模倣されている事

例があるかなど、何かお困りだった例があれば御教示いただければと思います。 

○二之湯（イトーキ） 侵害というところは非常に難しい問題になりますけれども、例え

ば先ほどお話ししましたハイブリッドアドレスという、個人の働き方と組織の働き方のバ

ランスをとっていくという働き方なのですが、これを弊社のほうで打ち出してから、かな

り同じような考え方で、「ＣＡＭＰ」という名前ではなくて、「ハウス」などと名前が変わ

っているという事例では、もう枚挙にいとまがないぐらいいろいろなところで提案されて

いるお話でございます。 

 また、先ほどのモザイクというところで作りましたものも、名前が変わりまして「グリ

ットレイアウト」など様々な名前で、逆にそういった意味では広くお客様に浸透しており

ますので、お客様から見るとそれをたくさん使って、便利に働いていただいているのでは

ないかと思います。弊社としては、かなりコストをかけて考えたものが、ちょっと残念で

あるというところは大きくございます。 

○田村委員長 その場合、どの辺まで似ていると保護していただこうと思っているのかに

ついては、いかがですか。 
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○水谷（イトーキ） もちろん意匠登録ですので、あくまで最終的なオフィスの造形登録

になると思うのですけれども、先ほど二之湯が申し上げたような新しい考え方を思いつい

たときは、それに関連するレイアウトというのは複数登録して、理想的にはそのレイアウ

トを例えば椅子や机が同業他社の什器に変わったとしても、私どもの考えた考え方の価値

が保護されるようなあり方であればと思っております。 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 他はいかがでしょう。お願いいたします。 

○白髪委員 私自身は余り馴染みのない世界で、かなり新鮮な目つきで見させていただい

たのですけれども、１つ質問はモザイクオフィスの部分です。これについては例えばその

オフィスの設計の仕方という形で、特許という面での保護はされているのでしょうか。 

○水谷（イトーキ） 特許という意味での保護はしておりません。その考え方というのが、

従前にあったか否かといった調査もなかなか難しいところでありますので、そういった意

味でも知財保護というのがまだ内部としては及んでいない領域であるというところです。 

○白髪委員 意匠の制度によって、このようなものもしっかりと保護したいという意図だ

という理解でよろしいですか。 

○水谷（イトーキ） はい。 

○田村委員長 他はいかがでしょう。どうぞ。 

○青木委員 大変勉強になりました。ありがとうございます。１点つまらないことで恐縮

ですが、意匠登録したとすると、類似の範囲というのは需要者が判断するということにな

ると思います。オフィス業界さんの場合、その需要者の方というのは、今イトーキ様のほ

うでお考えだった内容をどのくらい把握しているというか、どのぐらいの範囲まで需要者

の方から見て、似ているなと思われるのだろうかという辺りについて、もし御知見がおあ

りでしたら御教示いただけるとありがたいです。 

○水谷（イトーキ） 現段階では恐らく需要者様はそこまで、多分物のところほどレイア

ウトというところに対しては、認識はないのかなと思っております。冒頭で牧野が申し上

げましたように、このレイアウトの価値が知財保護によって認められて、そこでの競争が

世の中に起こってくれば、恐らく需要者たるユーザーの方にも、そのレイアウトの違いの

価値が認められるのかなというところです。現在の状態では恐らく需要者としては、まだ

価値を見出せていないと思うのですけれども、制度化された後に、より一層そこは出てく

ると考えております。 
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○牧野委員 そのような意味で言いますと、特にアメリカ、ヨーロッパもそうなのですが、

オフィスレイアウトや考え方そのものに価値があると認められていまして、ここの部分だ

けでも実はビジネスになっております。日本でも少し出てきましたけれども、なかなか我々

のような、物も売っていて、このような考え方も提供するということになりますと、まだ

まだサービスという領域になっているのです。 

 それで若干デザイン事務所さんや設計事務所さんがこういうことをし始めていますので、

ある意味そこではペイが発生するのですが、サービスから脱却していかねばという思いが

あります。冒頭申し上げたように、この考え方で皆さんと競い合うというか、それでお客

様が判断し、この考え方はいいから、イトーキならイトーキ、他社さんだったら他社さん

で自分のオフィスは構築していくといったように、それは全て任せればよいと思っており

ます。なぜならば我々も、このような考え方のもとにプロダクトを作っております。本来

論で言うとこれが一致していますので、違うものを持ってきてもベストなオフィス構築が

できないはずなのです。その辺がまだまだ認知されていないところがあります。このよう

なことを通じてちゃんとした競争を行っていくと、日本自体のいろいろなことがより活性

化されるのではないでしょうか。物を１個幾らという競争をしても、余り生産性は高くな

いので、可能であればそのような方向に行くことが望ましいのかなと思います。 

 私も中国や東南アジアに事業進出していますけれども、なんとかメイドインジャパンの

レイアウトプランやオフィスづくりのノウハウを提供していきたいと思っており、その先

駆けになれればと思っております。 

○林千晶委員 とても興味深くお話を聞かせていただきました。従来、空間が売上げに直

結するところが、皆さんが権利を欲しがるところだと思うので、商業的な店舗、それは結

局ロゴで守ろうということだったと思います。しかし、これからの世の中の流れを考えた

ときに、結局 We Work のようなものも出てきて、コワーキングというよりは、結局どのよ

うな設計で人が動くことも配慮しているのかということにもなります。 

 去年、私がグッドデザインで審査させていただいたときに、病院でさえもユニバーサル

外来みたいな形で、季節によって患者さんの数によって自由自在にグリットで変えていく

ということをやっている病院など、今まで空間自体が価値だと思われてなかったところが、

空間設計から既に意思の現れであり、価値の現れであるという流れが病院、学校、オフィ

スと、今まで商業が入ってなかったところも全部競争の基盤に入ってくる中で、どう捉え

ていくのかというのは、何かオフィスだけの話ではないというように聞いていた中で、ア
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メリカ等はどう捉えているのか、先行事例を聞きたいと思っております。 

 つまり、守り過ぎると結局、社会全体は上がらないですけれども、真似し放題というの

もいかがなものかというときに、アメリカではこういう３面ということだけで定義してし

まったり、そのような病院だったり、どういう事例が出ているのか非常に興味深いなと思

って聞いていました。むしろ質問は特許庁の皆さんになのかもしれないのですが、いかが

でしょう。 

○澤井審査第一部長 ありがとうございます。本日のプレゼンテーションにおいてイトー

キ様から幾つかの米国での意匠登録例を御紹介いただきましたが、米国ではこうした空間

デザインの保護が既に我が国より進んでいることは間違いないところであります。また、

空間デザインという意味では内装以外にも、例えば自由の女神像も米国では 1870 年代に

保護されております。一方、我が国ではこうした建築物そのものが今でも保護できないと

ころです。その意味ではデザインに対してしっかりと保護しているのが米国であります。 

○林千晶委員 アメリカの戦略に少し日本も寄り添っていく傾向ではあるのですか。 

○澤井審査第一部長 他国で保護されるものが自国では保護されないというのは、創作の

奨励を損なうのみならず、グローバルなビジネスも阻害するものとして、制度調和あるい

は運用調和という名目で長い間、各国特許庁間での議論になっています。とりわけ主要な

国々の間ではそうした制度や運用の調和をして、予見性を持って諸外国でも権利を確保で

きるようにしようというのが、特許分野のこの数 10年のトレンドだと思っています。当然

に意匠においても、他国で保護されるものが我が国では保護されないということは極力な

い方が良いでしょうから、保護の水準を合わせていくという流れは、特許であろうが意匠

であろうが変わりがないものだと思います。 

○田村委員長 他はいかがでしょうか。お願いします。 

○鷲田委員 一橋の鷲田です。２点質問がございまして、１つ目は、その定義の話です。

冒頭で働き方の御提案だというお話があって、御発表の前半は、確かに働き方を促すよう

な空間デザインというお話だったのですが、29ページになって、急に美観というのが「要

部」であるとなっています。そうすると美観の御提案をする機能なのか、更に言うと美観

を発揮する機能を御提案しているのか、働き方を促す機能を御提案しているのかというと

ころについて、難しい抽象的な議論だと思うので急にお答えになれないかもしれませんけ

れども、もう少し情報をいただければというのが１点目です。 

 ２点目が、物を例えばお得意先との仕事で納品すると、そのデザインはサービスになっ
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ていて、そこの対価がとれないというお話がございました。ここで私の御質問は何かとい

うと、施主さんと取引していく中で、相手はデザインのことを、そもそもサービスだとす

ら思ってない可能性があるのではないか、つまり対価がとれるサービスにすらなっていな

いとすると、まずサービスであるということを定義しないといけないですね。そこについ

てもう少し情報をいただきたいというのが２点目です。 

○水谷（イトーキ） １点目は私から回答させていただきます。29 ページで「美観」とい

うふうに強調しているのは、制度化に当たっての懸念点という話でしたので、意匠登録は

基本的には造形の美観ということで、「美観」とさせていただいておりました。前段で御説

明させていただいていた内容というのは、基本的にオフィスの業界におけるデザインとい

う取扱いが、レイヤーとしてそういったオフィスのレイアウトに落とし込むのも、働き方

というものを考えたものをそのままレイアウトに落とし込むとこうなるというところなの

で、上のほうのレイヤーのお話のほうが分かりやすいのかなと思って、そちらのほうが中

心になったということです。 

○鷲田委員 29 ページの「美観」という言葉は、別に「美観」という表現でなくてもよい

と、「機能」でもよいということですか。 

○水谷（イトーキ） そうですね。ただ、意匠登録ですので、「美観」というふうに寄せて

表現したというところです。 

○鷲田委員 分かりました。 

○牧野委員 ２つ目ですが、私も「サービス」という言葉を使ってしまったのですが、お

客様は物を買うときに必要な行為として、レイアウトというのが当然ついてくるものだろ

うと認識している時代が昔からかなり長く続いています。そのときには今のような複雑な

物事、要するに働き方をどうするかということより、どうお客様の要望に従って机を並べ

るかという世界だったのです。その世界であれば我々も、これは付随する業務として。 

○鷲田委員 運搬作業であるということですか。 

○牧野委員 そうです。もうその域だったのが昔なのです。そこからどんどん時代が変化

してきて、今はまさにそうですね、働き方改革、我々も「変革」と呼んでおりますけれど

も、これを実現するためのノウハウでございます。そのため、随分その中身が変わってき

ました。しかし、なかなかそこが認知されていないのが現状だと思っています。そこをな

んとか認知していく。ただ、ゼロではございません。認めていただいているお客様もおり

ますし、まさにそこの部分だけで競争しながら、選んでいただいているお客様もだんだん
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出てきています。ただ、そこがまだまだ広がりはないなという意識を持っているところで

す。 

○鷲田委員 そうすると単なる運搬・配置作業だと思ってないような商行為も発生してき

ていて、そこに関しては保護されていないけれども、対価がとれる場合もあるということ

ですか。 

○牧野委員 あることはあります。 

○鷲田委員 そうすると今回はそこを更に保護することで、もっぱら価値があるものとし

て対価がとれると、よりよいというお話ですね。 

○牧野委員 そうです。それともう一つは、そこの部分で競争するのが本当の競争かなと

思っているところです。 

○鷲田委員 少なくとも物品とは分けて。 

○牧野委員 分けて、そこの考え方で。 

○鷲田委員 そこに価値があるということを競争にしたいということですね。 

○牧野委員 ですから、さっきおっしゃられたように、結局そのレイアウトを使って物品

だけ入れることもできるのです。そうすると例えば椅子は幾らですかみたいな世界になっ

てきて、最初に作ったところは余りにも少なくて、後でコストをかけないで行ったところ

が勝ってしまうことは余り発展にならないのではないかというような問題意識です。 

○鷲田委員 ありがとうございました。 

○田村委員長 他いかがでしょうか。 

○竹本委員 ありがとうございました。非常に興味深く聞かせていただきました。モザイ

クオフィスについて、これを意匠権で保護しようと思った場合、具体的に言うと何を保護

すると効いてくるのかという点で、それぞれのグリットそのものなのか、また大きな範囲

の組合せなのか、いろいろあるかと思うのですけれども、どこがモザイクオフィスの思想

の一番肝なのかという点を教えていただきたいと思います。 

○二之湯（イトーキ） このモザイクオフィスの一番の肝は、１グリット 3.6×3.6、3.2

×3.2 に設定したところでございます。これは建築のモジュールと合っておりますので、

これでオフィスをつくれば、ほとんどの建築に対して整合性がとれるという考え方でござ

います。そのため、この 3.6 画の中にオフィスの基本単位となるもの全て押し込むという

言い方は適切ではないかもしれませんが、これで全てのオフィスが語れるようにデザイン

したというところが、この部分の要部ではないかと思っております。 
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○竹本委員 それがデザインに応じて配置が変わっていくわけですね。そうするとグリッ

トそのものが意匠的価値ということですね。 

○二之湯（イトーキ） おっしゃるとおりです。 

○田村委員長 他はいかがでしょうか。 

 

（２）マツダ株式会社からのプレゼンテーション 

 

○田村委員長 もし一区切りついたようでしたら、また後でもしあればということで、続

きまして、資料２のマツダ株式会社からのプレゼンテーション資料をもとに、マツダ株式

会社Ｒ＆Ｄ技術管理本部知的財産部知財グループアシスタントマネージャー・増田尚嗣様

から御説明をお願いしたいと思います。 

○増田（マツダ） 皆さん、こんにちは。マツダ株式会社知的財産部の増田といいます。 

 弊社は、自動車製造業を営んでおります。しかし、この業界においては規模が小さいほ

うの会社です。我々はそのため、自らをスモールプレイヤーと呼んでおります。我々スモ

ールプレイヤーが生き残るためにはどうしたらよいのでしょうか。絶対的な数の勝負を挑

んだのでは生き残れません。じゃあどうするかというと、ブランドを高めるしかありませ

ん。すなわち弊社にしか作れない個性のある商品に提供して、お客様に選ばれ続けるとい

うブランド価値経営を推進しております。本日はそのブランドを形成する大きな柱であり

ますデザイン、それによるブランド戦略と、そのデザインを守るための関連意匠を中心と

した知財保護の実態と課題について説明させていただきます。 

 まずは、デザインによるブランド戦略です。デザインによってブランドをどのように認

知させるかというところですが、ポイントは、個性と一貫性と継続性です。すなわち、他

がつくれない圧倒的なオンリーワン、個性のあるものを作る。そのためにデザインテーマ

を設定します。そのデザインテーマを、ぶれない軸と守り抜く執念を持つということで、

それを実行するためのデザインストラテジーを設定していきます。 

 まず、デザインテーマは「魂動」です。これはもう皆さん、名前ぐらいは御存知でいら

っしゃるのではないかと思うのですけれども、「魂動」というのは何かといいますと、デザ

インテーマでございます。何をしたいかというと、我々は鉄の塊である車に命を与え、そ

して、見る人の魂を揺さぶる動きを表現したいと思っています。 

 この「魂動」というのはデザインテーマで、具体的な造形を規制するものではありませ
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ん。「魂動」と言ったら、例えばチーターが飛んでいるということを想像している方もいる

かもしれませんが、あくまでもデザインテーマで、具体的な造形ではないということです。

すなわち、車に命を吹き込み、生命感、生き生きとした動きの躍動感を表現することです。 

 次に、デザインストラテジーです。我々は、全ての車種がフルモデルチェンジするスパ

ンを一世代と規定しています。その世代が始まる最初に、まずビジョンモデルを出してい

きます。このビジョンモデルで、「魂動」としてこの世代で何を表現したいのかを規定しま

す。このビジョンモデルをベースにして、この世代に発表される全車種に一貫性を持たせ

たデザインを、継続して展開することによって全車種、ブランドの統一感を作り出そうと

しております。 

 ちなみに、こちらが最初のビジョンモデルでありますＳＨＩＮＡＲＩです。そしてその

後、最初のモデルとしてＣＸ-５の量産車が出まして、全てのマツダ車はこのＳＨＩＮＡＲ

Ｉをベースにしたデザインを展開しております。 

 では、ビジョンモデルのＳＨＩＮＡＲＩから、どのように量産モデルに落とし込んでい

くのか。ビジョンモデルというものは、デザインの理想を表現したものです。ですから量

産性を除外しているということで、そのまま作るにはいかないわけです。ではどうしてい

るかというと、一旦ティザーモデルという形にデザインを置きかえます。このＳＨＩＮＡ

ＲＩのビジョンモデルの要素を取り組みながらも、徐々に量産車に近づけていく。そして

デザインをスタディーしていって、最終的に量産モデルへ落とし込んでいくという形をと

ります。 

 このティザーモデルは分かりづらい言葉なのですけれども、これから量産する車のコン

セプトカーとお考えください。なお、ＳＨＩＮＡＲＩは世の中に発表していますけれども、

同じようにこのティザーモデル、アテンザについては「ＴＡＫＥＲＩ」という名前なので

すが、これもモーターショーで発表して、マツダのデザインの良さを皆さんに知ってもら

っております。 

 そして、世代ごと一貫性のあるデザインを全車に展開することによって、群で魅せる戦

略をとっております。このことによってマツダブランドを鮮明に表現しています。しかし、

一貫性があるデザインを展開するといいましても、判で押したような同じデザインで大き

さを変えただけではありません。車両のタイプで乗用車やＳＵＶ、あるいは車体の大きさ、

それらに合わせて最適な表現を追求しています。 

 このように我々の目指すブランドデザインとは、一定の幅を持った一貫性がポイントに
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なっています。ここまでは全車種の一貫性を説明しましたけれども、例えば１つの車種に

おいても、一貫性を持ちつつ年代とともに進化させております。 

 次に、弊社のフラグシップカーでありますアテンザを例にして、どのようにして年代と

ともにデザインが進化していくかを説明していきます。 

 まず、ベースとなるのはビジョンモデルのＳＨＩＮＡＲＩです。これは 2010 年に発表し

ました。チーターが獲物を狙って飛びかかる一瞬の力強さと美しさを表現しており、しっ

かりと後ろに引いたキャビンを４つのタイヤでしっかりと支えています。そして躍動して

いる筋肉のようなフォルムを形成しております。そしてこのフロントには、フロントグリ

ルの周りからヘッドランプにかけて、シグネチャーウィングという加飾とそれと一体とな

ったヘッドランプによってマツダ車を象徴する顔を形成しており、このＳＨＩＮＡＲＩか

らこのシグネチャーウィングは始まっております。 

 その次が、アテンザのティザーモデルになりますＴＡＫＥＲＩです。これはＳＨＩＮＡ

ＲＩの翌年、2011 年に発表しました。このフロントフェイスや全体のフォルムは、ＳＨＩ

ＮＡＲＩの特徴を引き継ぎながらも、少し量産の形に近づけていっております。 

 そして、今の２台を経て出たのが量産されたアテンザです。これは 2012 年に発表しまし

た。実際には車を量産化するためには、理想のデザインだけでは成り立たずに、レギュレ

ーションや技術的課題を解決しつつ、このような造形で量産にこぎつけております。 

 2012 年に量産を開始したアテンザですけれども、量産開始後もデザインは進化していき

ます。2012年に発表しましたけれども、その後チェンジしています。一般的にはマイナー

チェンジという形で呼ばれておりますが、弊社ではＩＰＭという形で呼んでおります。中

間商品対策という位置づけなのですけれども、技術やデザインが古くならないように毎年、

車を改良していくという考え方です。 

 それに基づいて 2014 年には、デザインを一部変更しております。ここのフロントのシグ

ネチャーウィングが変更の特徴部分でして、今まで比較的細かったシグネチャーウィング

が、より立体的な造形へと変化しております。それとともにヘッドランプがＬＥＤに変更

になりまして、内部構造をより分かりやすく、より造形を際立たせるデザインに変更して

います。 

 そして、次の大きなデザイン変更は今年です。どのように変わったかといいますと、こ

のシグネチャーウィングがより立体的な造形へと更に進化するとともに、今までこのシグ

ネチャーウィングがヘッドランプの上に沿っていたものを、あえて下に沿わすように変更
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しました。こうすることによってこのシグネチャーウィングを、より骨格としての力強さ

を表現するとともに、デザインの流れをより水平基調に変更することによってエレガント

さを強調しております。 

 今までのデザインの進化を年表に表したのが、こちらです。ＳＨＩＮＡＲＩを 2010 年に

発表して、そこから一貫性を保ちつつ徐々にデザインを進化させていって、今年の 2018年

まで約８年間かかっています。 

 次の例ですけれども、次は群で魅せるということで、異なる車種でも一貫性を持ったイ

メージをお伝えしている例を説明していきます。こちらは、さっき説明したアテンザです。

そして、この右側が同じ乗用タイプの自動車なのですけれども、それよりも一回り小さい

アクセラです。同じ乗用タイプであるので、一見、見た目は非常に類似しているという印

象を与えると思います。しかし造形をよく見てみると、やはり違いはあります。アテンザ

は非常に全長が長いために、何を表現したかというと、例えばチーターが走っているとき

に、蹴って体が伸び切った最高速のスピード感でございます。それに対してちょっと短い

アクセラについては、地面を蹴って今から加速するぞという加速感を表現しております。

そのような思いが造形にあらわれているとともに、フロントフェイスがよりエレガントに

対して、このアクセラに対しては、このフロントフェイスをより大型化することによって

スポーティーさを強調しております。 

 今までは、デザインを説明してきましたけれども、実際にアテンザとアクセラをどのよ

うにして意匠権で保護してきたのかについて、特に関連意匠を中心にお話ししていきたい

と思います。この年表に書いてあるのが、それぞれの車種を発表した年代です。それに対

して下は意匠出願用の画像ですが、これは意匠出願をしたタイミングを表しています。 

 私はアテンザから意匠業務を担当させてもらったのですが、このアテンザを出願すると

きにまず何を考えたかというと、先のモデル、ティザーモデルのＴＡＫＥＲＩと類似して

いるなというふうに考えました。では、どうしなければならないのか。ＴＡＫＥＲＩを発

表する前にアテンザを出願しなければならないということで、本来ならば 2012 年に出せ

ばよいのですけれども、前倒しで 2011年に出願しました。そのときに、アテンザは非常に

デザイン的にまだ新しいため、類似の範囲は広いと考えまして、アテンザのセダンを本意

匠として、ワゴンを関連意匠で申請しています。 

 そして、大変だったのは次です。次にアクセラの出願を検討しました。先ほどお見せし

たようにアテンザとアクセラはパッと見は非常によく似ています。細かなところでは違う
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のですけれども。そのようなことで、これは意匠権としたら類似と判断されるかどうか、

大変迷いました。やはりここは類似と判断されるだろうと考えまして、その場合どうする

のか。同じようにアテンザが発表する前に意匠出願しなければなりません。そのため、こ

れも１年ほど前倒しにして意匠出願を行いました。行おうとしたと言ったほうがよいかも

しれません。 

 そのときにもう一つ障害になったのが、先の意匠権です。このときはまだ運がよかった

のです。たまたま出願して審査が今ほど短くなくて、１年ぐらい時間をかけてくださって

いた。そのため、ちょうどアテンザが発表されるぐらいに登録査定が下りて、アテンザの

登録公報が出る直前にアクセラを意匠出願することができました。こちらも関連意匠で出

すことができました。 

 このような出願をしたのですが、これを更に全体的にアテンザとアクセラの全体のモデ

ルの中で、どのようにデザインを保護できているかをマップ化したものです。今説明しま

した関連意匠というのは、アテンザの最初のモデルとアクセラの最初のモデルを関連意匠

でくくって出しております。最初のモデルは、関連意匠で保護されているのが分かります。 

 では次はというと、他に保護されていると考えられる範囲は、この本意匠に類似と思わ

れる範囲です。具体的に言えばアテンザに類似するＴＡＫＥＲＩ、そしてアテンザの 2014

モデル、そしてアクセラの次の 2016 モデルは、それぞれ破線で書いた想定される類似の範

囲に入っていると思います。ただ、これは私が思っているだけかもしれません。お墨付き

は残念ながら今のところありません。これが確定するのは、実際にこれらのコピー車が出

てきたときに侵害訴訟を起こしたときだと思います。 

 ちなみに、今年のモデル、2018 年モデルのアテンザは、セダンとワゴンそれぞれ個別の

独立の意匠権で登録を認めてもらっております。そのため、この意匠権の権利範囲は狭い

のではないかと考えております。 

 以上を踏まえまして、現関連意匠に関して、もうこれが限界であるという私の所感、す

なわち課題について説明させていただきます。現関連意匠制度は、本意匠と類似する意匠

のみしか関連意匠が認められていない。そのために関連意匠にのみ類似するもの、例えば

この黄色の枠線のものについては意匠権が取得できません。例えば 2016 年モデルのアク

セラを意匠出願しようとすれば、2013年モデルのアクセラと類似だと判断されて拒絶され

てしまいます。しかし、本意匠のアテンザと類似かというと、また疑問もわいてくるとこ

ろです。今お話ししたのは、時間的枠は全く無視した話です。このように関連意匠が出せ
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る枠というと、対象が狭いということで保護できない領域が出るのではないかと思われま

す。 

 そして２番目が、本意匠の意匠公報が発行されるまでしか関連意匠出願が認められない

ということです。そして本意匠及び関連意匠の商品そのものの公開が、その後の意匠出願

の拒絶の理由になるという現状があります。このことによって弊社のように、数年に渡っ

た一貫性のあるデザインを継続的に進化させた場合、どうしても意匠権を取得できない意

匠が発生してきます。 

 例えば、この黄色の領域です。なんとかこの関連意匠は出願することができたのですが、

それよりも時間的な幅を広げてこれらの出願をするのは不可能です。そのため、この黄色

い領域が実際に関連意匠の出願を考慮した場合は、とれないタイミングであるということ

です。 

 それともう一つは仮定の話ですけれども、最初のビジョンカーのＳＨＩＮＡＲＩを本意

匠で出しました。それに関連意匠でＴＡＫＥＲＩを出願していたらどうなっていたかとい

うと、実際の量産車であるアクセラの最初のモデル、これはＴＡＫＥＲＩには類似してい

るけれども、ＳＨＩＮＡＲＩには類似していないと思われます。あと時間的な問題もあり

ます。そのため、このＴＡＫＥＲＩに類似しているということで拒絶されてしまいます。 

 その状態でこのアクセラを発表します。そうなるとどうなるか。このアテンザに類似し

ていると思われる、その後のＩＰＭモデルの 2014 年モデルのアクセラが意匠出願したと

しても、この実施によって拒絶されてしまいます。そしてアクセラ自体もアテンザの発表

によって拒絶されてしまいます。連鎖的に権利がとれなくなってしまうというリスクが存

在します。 

 今は極端な話をしましたけれども、これはずっと私が懸念している点です。 

 なお、今の課題１と課題２、弊社の例で説明させていただきましたが、これは他の自動

車メーカー様も少なからず同じような課題は存在していると思われます。 

 そして、課題の３番目です。課題２と基本的には同じ要因なのですが、本意匠の意匠公

報が発行されるまでしか関連意匠出願が認められないことと、本意匠の商品公開が拒絶の

理由になることです。自動車というのは、数年後にマイナーチェンジという形でデザイン

の一部を変更します。そのときに変更された部品やデザインが、先の意匠出願によって拒

絶されてしまう実態があります。これはポジティブに考えれば、先の意匠権が非常に広い

ので、先の意匠権で保護されていると捉えることができます。 
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 しかし、実際にはマイナーチェンジで出てきた部品の意匠権は存在しません。そのため、

模倣部品が出るというリスクをぬぐい切れない実態があります。この困り事は弊社だけで

はなく、ほぼ全ての自動車メーカーの困り事であると認識しております。 

 以上、説明しましたように現関連意匠では保護しきれない領域は必ず存在する状態であ

ります。それを踏まえて我々が関連意匠に求める姿ですけれども、デザインというのは、

実際のブランドを目に見える形に表現したものであり、企業にとってブランドは生命線で

あるので、それを意匠権で包括的に保護できるような意匠制度であってもらいたいと考え

ています。一貫性を持って継続的に進化し続けるデザインがこのようにありますが、これ

らが抜けなく包括的に保護できるような制度を望んでおります。 

 ただし、過大な保護を要望しているわけではありません。弊社に乗用車のアテンザとＳ

ＵＶのＣＳ-５があるのですけれども、それらが類似で関連意匠の１つの群でまとめてく

ださいという要望ではありません。あくまでも例えば同じ乗用タイプならば、徐々に進化

していっているのですけれども、このような進化の過程において、先の意匠出願とか、先

の自社の実施で、後からの出願が拒絶されないような制度になることを望んでおります。 

 今説明させていただきましたけれども、これからの審議のお役に立てばと思うとともに、

意匠権がブランドをもっと守りやすいような形に制度を進化させていただければ幸いです。

どうもありがとうございました。 

○田村委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、マツダさんのプレゼンテーションに関して質疑応答を行いたいと思います。

御質問や御意見等がございましたらお願いいたします。 

 私からですが、現行制度の課題を非常に図解的に分かりやすく説明していただいて大変

ありがとうございました。私は素人なものでこの機会に伺いたいのですが、ビジョンモデ

ル、ティザーモデル、そして量産型への変更で、見せていただいたデザインで大体、素人

的には、多分このビジョンモデルというのは非常に曲線も滑らかで作りにくいのだろうと

いったことは何となく分かるのですけれども、量産型ではこういうところが課題で、ある

いはレギュレーション等で具体的に御教示いただけると大変嬉しく思います。 

○増田（マツダ） デザインの違いについて、私はデザイナーではありませんので的確に

答えられるかどうか自信はないのですが、先ほども話しましたようにビジョンモデルとい

うのは世代を代表して、今期のこの世代の魂動デザインはこのような表現でいきたいとい

う代表的なモデルで、量産よりもデザインの自由度を持たせたデザインになっています。
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そのために実際の量産車よりも車両の幅は 10 ㎝以上広く、なおかつヘッドランプは表面

にカバーがなくて、ランプがむき出しになっているところもあります。あとオーバーフェ

ンダーのところが、実際にエンジンなどを内蔵するためのレイアウトが本当に成り立つの

かという課題等があります。 

 実際は、デザイナーに、こうしたい、このデザインをやりたいといった思いがあったと

しても、それを量産車には持っていけないということで、もう少し車幅を狭くしなければ

いけません。実際にランプとして光るためのレギュレーション、空力、光る向き、そのよ

うなものもちゃんと満足させなければいけません。このような形で徐々に落とし込んでい

くという状況です。不十分な説明かもしれませんけれども。 

○田村委員長 ティザーモデルと量産型の間で起こるのですね。ティザーモデルは、様々

なレギュレーションのように車としてちゃんと生産できるところまで仕上げているけれど

も、量産は完全には考えていないということですね。 

○増田（マツダ） 量産はまだ完全にはできていません。その一歩手前まで、我々がデザ

インとして表現したいところはしっかりと残しています。あともう一歩で量産まで近づい

ているというところになっています。 

○田村委員長 現行法との絡みで、どこで意匠権を取りにいくのかが非常に難しい状況で

すよね。お考えとしては今回のこの事例でいくと、ビジョンはまだ早い。逆にこれで取っ

たときに、後で必要な量産型まで微妙に近く微妙に遠いので、きちっとされないだろうと

いうことで、ここは断念ということなのでしょうけれども、このティザー辺りのところで

実は出願しなければならないように迫られていって、そして今回の場合は量産の前でも、

ある程度量産はこうなるという予測のもとに出願をされているということですか。それと

も量産のほうはティザーと並行してつくられているようなデザインの過程になるのですか。 

○増田（マツダ） 正直なところ、ある程度並行しております。並行して、ある程度両方

のデザインを見ながら進めたというところで、戦略的に進めたというところはありますが、

100％戦略的にここの範囲で、この関連意匠でくくれば完璧だろうというところまでの作

戦はできていなかったです。たまたま運がよかったというのが今回正直なところです。本

音からいけば最初のＳＨＩＮＡＲＩ、ＴＡＫＥＲＩ、全部権利は欲しいです。今はその戦

略を着々と実行しております。今のモデルについては。そうしたときに全ての今後のデザ

インを 100％網羅するのは不可能なので、ある程度は出たとこ勝負にならざるを得ないの

が現状であります。 
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○田村委員長 どうもありがとうございました。 

 他どちらからでも結構ですが。お願いいたします。 

○上條委員 プロダクトの寿命が長く、その間に何度もモデルチェンジする自動車業界特

有の話かと思いながら聞いていたのですけれども、マツダさんのようにグローバルに技術

展開をしていく場合、例えばドイツメーカーは、このブランド戦略とデザインの一貫性と

いうのをかなり歴史的に長くやっていると思うのですけれども、その辺で本意匠と関連意

匠の認定や権利範囲で、日本とヨーロッパの違いで何かお話いただけるようなことはあり

ますか。 

○増田（マツダ） 他社さんの戦略は、あくまでも私どもが彼らの意匠出願のやり方を見

た範囲でしか説明できないところはありますけれども、正直、出願の戦略に一貫性までは

感じておりません。このようにして権利をとっていると。非常に失礼な言い方かもしれま

せんけれども、日本の弁理士さんがそのときの判断で、関連にするか単独にするかを個々

に考えているように思えてしまいます。 

○上條委員 分かりました。 

○田村委員長 他はいかがでしょう。お願いします。 

○鷲田委員 お伺いしたいのは、出願の手続の時系列的な前後の煩雑性、そこのフレキシ

ビリティーがないということが、非常にこの制度を使いにくくしている問題の本質なのか、

それとも更に深いところに入って類似物が自身から、もしくは他者から出たりすることで、

その類似物との関係性そのものが今の意匠法を利用する障害になってしまっているのかと

いうことです。急にお答えにくいところもあると思いますが、問題の在りかが最初の時系

列的な煩雑性と、類似そのものの定義が揺らいでいるという問題と、何対何ぐらいなのか

ということをお伺いしたいです。 

○増田（マツダ） 私が発表した課題１と課題２がありまして、課題１が何に対して類似

なのかという点と、課題２が時間的な軸で、どちらのほうが、ウェートが大きいのかと。 

○鷲田委員 どっちがどれぐらい重たいのかなということです。 

○増田（マツダ） それは必ずしも一概に言えるものではないと考えております。それは

そのときのデザイン開発がありまして、どれだけいろいろな車種のものを並行でつくって

いるかということと、あと、たまたまその車種を出すタイミングがずれたかというところ

になりますので、明確にこちらが上というのを答えることは不可能です。 

○鷲田委員 分かりました。 
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○田村委員長 どうぞ。 

○竹本委員 デザインでブランドを保護するというのは非常に重要なことで、私どもも常

に意識しております。例えばビールの缶デザインも、容量が違ってもラインにそろえると

いうような方法をとっておりますので、マツダ様の群で魅せるという事例は非常に分かり

やすくございました。 

 この点を意匠制度としたときに、本日、マツダ様から群を本意匠と関連意匠の関係でお

話されたのですが、この群というのは、本意匠の関連範囲でおさまるようなものなのか、

関連意匠の関連範囲までの範囲を意識されておられるのか、その射程がどうなるのかとい

うことが、今後、考え方を整理する上で必要ではないかという感じを持った次第です。い

かがなものでしょう。 

○増田（マツダ） 今説明しましたように、この 2010 年から 2018年を時系列に並べてみ

たところ、１つの本意匠でおさまるものではないということが確認できました。徐々に進

化するに当たって、前のものには関連に含まれるのだけれども、その次はもともとの本意

匠の関連までは言えないですよねというぐらい、徐々に進化しているというのが経験則で

見えてきました。 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 他はいかがでしょう。 

○青木委員 大変勉強になりました。保護期間についてお伺いしたいのですが、仮にこう

いう関連の関連ないしは公開後の関連意匠の追加等ができるようになった際に、現行法と

同じような話ですと、本意匠の保護期間が限度ということになってしまうと思うのです。

今回のマツダ様の図を拝見すると、最初のコンセプトカーから最後のものまで８年ほどか

かっています。そうすると最後のものの保護期間というのは、そのままの仕組みでいけば

８年分減ということになってくると思うのですが、その辺は問題ないのですか。 

○増田（マツダ） 例えば権利期間が現状の 20 年だったとすれば、今の弊社の開発スタン

スであればほぼおさまるだろうと予測されますが、それが本当に理想の姿かというと疑問

は個人的に感じております。私が今回の関連意匠について考えてきたのですけれども、何

が本意匠かというときに、例えばもともとの本意匠があり、それに対する関連意匠があり

ます。その関連意匠にしか関連しない関連意匠の３つ目が出ます。３つ目の関連意匠の本

意匠は、２番目の意匠権ではないかと私は思うのです。少なくとも２番目の最長の 20 年は

超えてはいけないのではないか。しかし、一番目の最初に出した本意匠とは類似しません。
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それに関して年度的な規制があるべきかどうかについて疑問を感じております。あくまで

私見としてお受けください。 

○青木委員 今おっしゃったものを採用しようとすると、結構期間の整理が大変になるか

もしれない一方で、本意匠、関連意匠の趣旨からすると、重複している部分の保護期間の

問題ということですから、関連、関連の場合にわざわざ本意匠を基準にする必要があるの

かというのは、また一つ問題があるかもしれないところかもしれません。ありがとうござ

いました。 

○田村委員長 どうもありがとうございました。 

 他はいかがでしょうか。お願いします。 

○林美和委員 弁理士の林です。大変面白いプレゼンテーション、ありがとうございまし

た。個人的にはマツダさんがおっしゃっていたとおり、最近、特許庁の方の審査が大変早

いと思います。もちろん、どのタイミングで登録査定がくるかというのもこちらは読めま

せんから、思ったより早くきてしまって、関連意匠を出すタイミングを逸してしまうよう

な機会が結構あると思っております。そのため、このような形で緩和というか、対応策を

考えていただけるとよいと思います。もちろん審査をもっとゆっくりしてほしいというこ

とではないので、今のスピードとクオリティはぜひ維持していただきつつ、ということな

のですけれども。ただ、もう少し関連意匠を出せる期間を緩めたり、関連にのみ類似する

意匠を出願できたりするようになるとよいと思いつつも、そのような出願を許容する期間

に関しては、慎重な検討が必要かと思っております。 

 例えば秘密意匠というのは最長３年認められているのですが、関連意匠にのみ類似する

意匠も出願可能となった場合に、出願が可能な期間を３年以内に区切ったとしますと、３

年というのは短く感じられますか、ちょっと長いと思われますか。 

○増田（マツダ） 具体的な時間というのは、非常に難しいところがありますね。 

○白髪委員 今の自動車の一世代の進化のスピードということからすれば、３年というの

は、ある意味では今の時点で見れば妥当な期間という感じがしますけれど、これも各社の

商品戦略やデザイン戦略によってそのスパンがどうなのかというのはいろいろな違いがあ

ると思うので、一概に３年がよいかというところまでは断定できないのではないかと思っ

ています。 

○林美和委員 先ほどヨーロッパの車はそんなにモデルチェンジしないというお話も出て

いましたけれども、例えばヨーロッパのブランドなどでは、登録になりますと、最初から
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20 年分の年金を払ってしまうようなところが結構あります。実際、本当に 20 年間デザイ

ンを変えないのです。20 年、30 年経ったところで、ちょっと新しくしたものを出して登録

がとれないという状況もありますので、今、期間については慎重になるべきと申しました

けれども、他方そういったニーズもありますので、お話を聞けば聞くほど難しいと思いま

す。ただ、このような制度の緩和というか、新しい制度の創出という点に関しては賛成で

す。 

○田村委員長 ちなみに今回の「魂動」は今のところ８年ということですけれども、マツ

ダさんのデザインの戦略として、また新しいビジョンモデルを作るには、大体どのくらい

のスパンでおやりになっているのか、あるいは業界全体の傾向でもよろしいので、差し支

えなければご教示いただけますでしょうか。 

○増田（マツダ） 私もそこの経緯までは十分把握しておりませんが、ひと昔前は、フル

モデルチェンジは４年という時代があったのですけれども、今はそれよりも長い形になっ

ております。特に弊社のようにロードスターのように息の長い商品がありますので、８年

から物によっては 10 年ぐらいになるかもしれないと考えております。ちなみに次のビジ

ョンモデルは、昨年、一昨年と発表しております。 

○田村委員長 どうもありがとうございました。 

 他はいかがでしょうか。 

 よろしければ、以上をもちまして本日の議論を終了いたします。 

 最後に、今後のスケジュールについて事務局から御説明をお願いいたします。 

○川上制度審議室長 長時間、御審議ありがとうございました。 

 次回につきましては９月 21 日金曜日の 13 時から、ソニー株式会社、富士通株式会社、

カルチュア・コンビニエンス・クラブの３社から、画像デザイン、空間デザインの保護等

についてプレゼンテーションをする予定となっています。 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして産業構造審議会知的財産分科会第７回意匠制度小委員会を

閉会いたします。本日は、御報告、そして長時間の御審議をどうもありがとうございまし

た。 

 

閉     会 


